
                    石 油 ガ ス 税 納 税 申 告 書 の 書 き 方            

 

 

１   こ の 用紙 は、 石油 ガス 税 の納 税申 告書 （期 限内 申 告書 、期 限後 申告 書、 修 正申 告  

書 、 還付 請求 申告 書） とし て 使用 して くだ さい 。  

 

２   不 要 の文 字は 二重 線で 、 不要 の欄 は斜 線で 抹消 し てく ださ い。  

  な お 、 ※印 欄に は、 記載 し ない でく ださ い。  

 

３   「 石 油ガ ス税 納税 申告 書 」 (CC2-3456-1)は 、次 に より 記載 して くだ さい 。  

 (1)  標 題 の「 令和   年   月 分 」 箇所 には 、申 告し よ うと する 課税 石油 ガス を 移出 し  

た 年 月を 記載 しま す。  

な お 、石 油ガ ス税 法第 16条 第 ２項 《移 出に 係る 課税 石 油ガ スに つい ての 課税 標  

準 及 び税 額の 申告 》の 規定 に より 石油 ガス 税の 還付 請 求申 告書 を提 出す る場 合 に  

は 、 還付 請求 申告 書を 提出 す る日 の属 する 月の 前月 を 記載 しま す。  

 (2)  「 石 油ガ スの 充てん 場 の所 在地 及び 名称 」欄 に は、 この 申告 書を 提出 す る石 油  

ガ ス の充 てん 場の 所在 地及 び 名称 を記 載し ます 。  

な お 、自 動車 用の 石油 ガス 容 器以 外の 容器 に充 てん さ れて いる 石油 ガス を自 動  

車 の 燃料 とし て消 費す るた め に、 その 石油 ガス が充 て んさ れて いる 容器 を自 動 車  

に 取 り付 けた 場合 には 、そ の 取付 けを した 時に おけ る 取り 付け た者 の住 所を 記 載  

し ま す。  

 (3)  「 住 所」 欄に は、申 告 者の 住所 （申 告者 が法 人 等の 場合 には 、本 店又 は 主た る  

事 務 所の 所在 地） を記 載し ま す。  

 (4)  「 氏名 又は 名称 及び 代 表者 氏名」欄に は、申 告 者が 個人 の場 合は 氏名 を 記載 し、  

法 人 等の 場合 には 、名 称並 び に代 表者 の役 職名（代 表 者で ある こと を示 す役 職 名） 

及 び 氏名 を記 載し ます 。  

(5)  「 個 人番 号又 は 法人 番 号」 欄に は、 申告 者が 個 人の 場合 は個 人番 号を 記 載し 、  

ま た 、法 人等 の場 合に は、 法 人番 号を 記載 しま す。  

 (6)  「 同 上代 理人 」欄に は 、代 理人 の名 で申 告書 を 提出 する 場合 （あ らか じ め「 申  

告 ・ 申請 等事 務代 理人 届出 書 」 (CC2-3004)を 提 出し て いる 場合 に限 りま す。 ） に  

お け る代 理人 の役 職名 （又 は 職業 ）及 び氏 名を 記載 し ます 。  

  (7)  「 ㋐こ の申 告書に よ る税 額」 の各 欄は 、「 石 油ガ ス税 課税 標準 数量 及 び税 額計  

算 書 （納 税申 告書 付表 ）」 (CC2-3456-2)を 記載 した 後 に、 次に より 記載 しま す 。  

  な お 、 修正 申告 書を 提出 す る場 合に は、 修正 後の 内 容を 記載 しま す。  

    イ   「 ①」 欄に は、付 表 の「○31 」 欄 に記 載し た税 額 を、 その まま 記載 しま す 。  

ロ   「 ② 」欄 には 、石 油ガ ス の充 てん 場に 戻し 入れ た 課税 石油 ガス につ いて 納 付  

し た 、又 は納 付す べき 石油 ガ ス税 相当 額の 控除 又は 還 付を 受け よう とす る場 合  

に 、 その 控除 又は 還付 を受 け よう とす る石 油ガ ス税 相 当額 （「 石油 ガス 税戻 入  

れ ・ 移入 控除 （還 付） 税額 計 算書 」 (CC2-3456-3)の 「 ①」 欄に 記載 した 金額 ）  



を 記 載し ます 。  

    ハ   「 ③」 欄に は、石 油 ガス の充 てん 場に 移入 し 再移 出し た課 税石 油ガ ス につ い  

て 課 され た、 又は 課さ れる べ き石 油ガ ス税 相当 額の 控 除又 は還 付を 受け よう と  

す る 場合 に、 その 控除 又は 還 付を 受け よう とす る石 油 ガス 税相 当額 （「 石油 ガ  

ス 税 戻入 れ・ 移入 控除 （還 付 ）税 額計 算書 」 (CC2-3456-3)の 「 ②」 欄に 記載 し  

た 金 額） を記 載し ます 。  

ニ   「 ④ 」欄 には 、課 税石 油 ガス の販 売代 金が 領収 不 能と なっ たた めに 、石 油 ガ  

ス 税 相当 額の 控除 又は 還付 を 受け よう とし て税 務署 長 の承 認を 受け たも のが あ  

る 場 合に 、そ の控 除又 は還 付 を受 けよ うと する 石油 ガ ス税 相当 額を 記載 しま す。 

な お 、こ の場 合に は、 控除 又 は還 付を 受け よう とす る もの につ いて の石 油ガ  

ス 税 販売 代金 領収 不能 に関 す る承 認書 の承 認番 号及 び 承認 年月 日を 「㋒ 摘要 」  

欄 に 記載 しま す。  

ホ   「 ⑤ 」欄 には 、被 災し た 課税 石油 ガス に課 され た 石油 ガス 税相 当額 の控 除 又  

は 還 付を 受け よう とす る場 合 に、 その 控除 又は 還付 を 受け よう とす る石 油ガ ス  

税 相 当額（「石 油ガ ス税災 害 控除（還 付 ）明 細書」(CC2-3016)の「 控 除（還 付） 

    税 額 」欄 に記 載し た金 額 の合 計額 ）を 記載 しま す 。  

へ   「 ⑦ 」欄 には 、「 ⑥」 欄 に記 載し た金 額が 「① 」 欄に 記載 した 金額 より も 大  

き い 場合 に、 ⑥－ ①の 算式 に より 計算 した 金額 を記 載 しま す。  

ト   「 ⑧ 」欄 には 、「 ①」 欄 に記 載し た金 額が 「⑥ 」 欄に 記載 した 金額 より も 大  

き い 場合 に、 ①－ ⑥の 算式 に より 計算 した 金額 を記 載 しま す。 この 場合 にお い  

て 、 その 差し 引き して 計算 し た金 額に  100円 未満の 端 数が ある とき は、 その 端  

数 を 切り 捨て た後 の金 額を 記 載し 、ま た、 その 金額 の 全額 が  100円 未 満のと き  

は 、 「 00 」 を二 重線 で抹 消 し、 「０ 」と 記載 しま す 。  

  (8)  「 ㋑修 正申 告の場 合 の修 正申 告前 の確 定額 」 の各 欄は 、修 正申 告書 を 提出 する  

   場 合 に、修 正申 告をす る 直前 に提 出し た納 税申 告 書の「 ㋐こ の申 告書に よ る税 額」 

欄 の 記載 内容 又は 修正 申告 の 直前 に受 けた 更正 通知 書 若し くは 決定 通知 書の 「 調  

査 額 」欄 の記 載内 容を 記載 し ます 。  

 (9)  「 ⑰ 」欄 には 、修正 申 告書 を提 出す る場 合に 、 ⑧－ ⑯＋ ⑮－ ⑦の 算式 に より 計  

算 し た金 額を 記載 しま す。 こ の場 合に おい て、 その 計 算し た金 額に  100円未 満 の  

端 数 があ ると きは 、そ の端 数 を切 り捨 てた 後の 金額 を 記載 し、 また 、そ の計 算 後  

の 金 額の 全額 が  100円 未満 の とき は、 「 00」を 二重 線 で抹 消し 「０ 」と 記載 し ま  

す 。  

  (10)  「○J 」 欄に は、期 限 内申 告書 又は 還付 請求 申 告書 を提 出す る場 合で 、 「⑦ 」  

欄 に 還付 を受 ける 金額 を記 載 した とき に、 その 還付 を 受け るべ き金 融機 関に つ い  

て 記 載し ます 。  

  (11) 「○K 」 欄に は、 納税 申 告書 に添 付し て提 出す る 書類 の通 数を 記載 しま す 。  

  (12) 「○L 」欄に は、期限 後 申告 書を 提出 する 場合 は、法律 で定 め る申 告期 限 内に 申  

告 書 を提 出で きな かっ た事 情 及び 理由 を記 載し 、ま た 、修 正申 告書 を提 出す る 場  

合 は 、修 正申 告書 を提 出す る こと にな った 理由 及び 事 情を 記載 しま す。  



４   「 石 油ガ ス税 課税 標準 数 量及 び税 額計 算書 （納 税 申告 書付 表） 」 (CC2-3456-2)」  

は 、 次に より 記載 して くだ さ い。  

  (1)  「 ㋓重 量に より計 量 した もの 」欄 には 、石 油 ガス の充 てん 場か ら移 出 した 課税  

石 油 ガス （移 出し たと みな さ れる もの を含 みま す。 以 下同 じ。 ）の うち 重量 に よ  

り 計 量し たも のに つい て記 載 しま す。  

  (2)  「 ㋕比 重、 温度に よ り計 算し たも の」 欄に は 、石 油ガ スの 充て ん場 か ら移 出し  

た 課 税石 油ガ スの うち 容量 に より 計量 した もの で、 税 務署 長の 承認 を受 けて 液 比  

重 及 び温 度に より 重量 を計 算 する もの につ いて 記載 し ます 。  

  (3)  「 ㋖換 算率 0.56に よ り計 算し たも の」 欄に は 、石 油ガ スの 充て ん場 か ら移 出し  

た 課 税石 油ガ スの うち 容量 に より 計量 した もの で、 液 容量 １リ ット ルを 0.56キ ロ  

グ ラ ムと して 重量 を計 算す る もの につ いて 記載 しま す 。  

 (4)  「 ⑲ 当月 移出 分」欄 に は、 その 月中 に石 油ガ ス の充 てん 場か ら移 出し た 課税 石  

油 ガ ス（ 領収 不能 控除 を受 け た課 税石 油ガ スの 販売 代 金を 回収 し、 課税 石油 ガ ス  

を 移 出し たと みな され るも の を除 きま す。 ）に つい て 、石 油ガ ス税 が課 され る も  

の と 石油 ガス 税の 免除 を受 け よう とす るも の（ 「○24 」 欄 に記 載す るも の） との 合  

計 数 量を 記載 しま す。  

     な お、 「㋔ 容量 によ り 計量 した もの 」欄 に記 載 する 場合 には 、「○21 移 出 重 量」  

欄 に は、 石油 ガス の充 てん 場 から 移出 した 課税 石油 ガ スの うち 容量 によ り計 量 した  

も の につ いて (2)及 び (3)の 計 算方 法に よっ て計 算し た 重量 を記 載し ます 。  

 (5)  「 ○22 領 収不 能回 収分」 欄 には 、領 収不 能控 除を 受 けた 課税 石油 ガス の販 売 代金  

の 全 部又 は一 部を 回収 した と きに 、課 税石 油ガ スを 移 出し たと みな され るも の の  

    重 量 を記 載し ます 。  

 (6)  「 ○24 ⑱ のう ち免 税を受 け よう とす る課 税石 油ガ ス 」欄 には 、「 ⑱総 移出 重 量」  

欄 に 記載 した 課税 石油 ガス の うち 、石 油ガ ス税 の免 除 を受 けよ うと する もの に つ  

い て 、そ れぞ れ該 当欄 に記 載 しま す。  

 (7)  修 正 申告 書を 提出す る 場合 には 、修 正後 の内 容 を (1)から (6)ま で の要 領 によ っ  

て 記 載し 、か つ、 修正 申告 の 直前 の内 容を 、そ れぞ れ 該当 欄の 上部 にか っこ 書 き  

し ま す。  

 

５   次 に 掲げ る場 合に は、 上 記３ の (3)及び (4)に か か わら ず、 次に より 記載 し てく だ  

  さ い 。  

 (1)  相 続 人（ 包括 受遺者 を 含む 。以 下同 じ。 ）が 被 相続 人（ 包括 遺贈 者を 含 む。 以  

下 同 じ。 ）の 納税 申告 書を 提 出す る場 合  

イ   「 住 所」 欄に は、 相続 人 の住 所を 記載 しま す。  

ロ   「 氏 名又 は名 称及 び代 表 者氏 名」 欄に は、 相続 開 始時 の被 相続 人の 住所 及 び  

氏 名 をか っこ 書き し、 かつ 、 「相 続人 」と 表示 の上 、 相続 人の 氏名 を記 載  

し ま す。  

ハ   相 続 人が ２人 以上 いる と きは 、そ のう ちの １人 が イ及 びロ によ りそ の者 の 住  

所 及 び氏 名を 記載 し、 かつ 、 その 氏名 の次 に「 ほか 何 名」 と他 の相 続人 の数 を  

記 載 する ほか 、適 宜の 用紙 に 、全 部の 相続 人の 住所 、 氏名 、被 相続 人と の続 柄 、  

各 相 続人 の相 続分 、相 続（ 包 括遺 贈を 含む 。） によ っ て得 た財 産の 額及 び「 ⑧ 」  

欄 又 は「 ⑰」 欄に 記載 した 納 付す べき 税額 を相 続分 に よっ てあ ん分 計算 した 金  



額 を 記載 しま す。  

 (2)  合 併 後存 続す る法人 、 合併 によ り設 立さ れた 法 人又 は人 格の ない 社団 等 の財 産  

上 の 権利 義務 を承 継し た法 人 等（ 以下 「合 併法 人」 と いう 。） が、 合併 によ り 消  

滅 し た法 人等 （以 下「 被合 併 法人 」と いう 。） の納 税 申告 書を 提出 する 場合  

イ   「 住 所」 欄に は、 合併 法 人の 本店 又は 主た る事 務 所の 所在 地を 記載 しま す 。  

ロ   「 氏 名又 は名 称及 び代 表 者氏 名」 欄に は、 合併 時 又は 承継 時の 被合 併法 人 の  

本 店 又は 主た る事 務所 の所 在 地及 び名 称を かっ こ書 き し、 かつ 、「 合併 後存 続  

法 人 」等 と表 示の 上、 合併 法 人の 名称 並び に代 表者 の 役職 名（ 代表 者で ある こ  

と を 示す 役職 名） 及び 氏名 を 記載 しま す。  

 

６   石 油 ガス 税の 免除 を受 け よう とす る場 合等 にお い ては 、次 の書 類を それ ぞ れ添 付  

し て くだ さい 。た だし 、期 限 後申 告書 を提 出す る場 合 には 、石 油ガ ス税 相当 額 の控  

除 若 しく は還 付又 は石 油ガ ス 税の 免除 を受 ける こと が でき ませ んの で、 これ ら の書  

類 の 添付 を必 要と しま せん 。 また 、修 正申 告書 を提 出 する 場合 で、 (2)から (4)ま で  

の 明 細書 の内 容を 修正 する と きは 、そ の修 正後 の内 容 を記 載し たこ れら の明 細 書を  

添 付 して くだ さい 。  

 (1)  特 定 用途 に供 するた め 移出 した 課税 石油 ガス に つい て、 石油 ガス 税の 免 税を 受  

け よ うと する 場合  

････  石 油ガ ス税 特定 用途 免 税課 税石 油ガ ス移 入証 明 書 (CC2-3457)（ 製 造場 内 にお

い て 消 費 さ れ る 課 税 石 油 ガ ス に 係 る 免 税 を 受 け よ う と す る 場 合 に は 当 該 移

入 証 明書 に準 じて 作成 した 明 細書 ）  

な お、移 入明 細書 の添 付に つ いて は以 下の 方法 によ っ ても 差し 支え あり ませ ん。 

・ 移出 者 が移 出通 知書、移 入届 出 書、移入 証 明書 及 び移 入明 細書 を移 入者 に 交付

し 、移 入証 明書 及び 移入明 細 書（移 入者 が「移 入」欄に 記載 した もの）を移 入 者

か ら 交付 を受 け、 当該 移入 明 細書 を添 付す る方 法。  

・ 移 入者 から 交付 を受け た 移入 証明 書（電 磁的記 録 の場 合に は紙 で出 力し た もの）

を 移 入明 細書 とし て添 付す る 方法 。  

・ 移 入者 から 交付 を受け た 移入 証明 書に 基づ き、石油 ガス 税特 定用 途免税 課 税石

油 ガ ス移 入明 細書（ 連記式 ）に 、移 入事 績を 記載し 、当 該移 入明 細書 を添付 す る

方 法 。  

（ 注 ） 石油 ガス 税特 定用 途 免税 課税 石油 ガス 移入 明 細書 の添 付省 略特 例の 適 用

が あ る 場合 に は、 石 油ガス 税 特 定用 途 免税 課 税石油 ガ ス 移出 明 細書 を 添付

し て くだ さい 。  

 (2)  戻 し 入れ た課 税石油 ガ スに つい て、石油 ガス 税 相当 額の 控除 又は 還付 を 受け よう

   と す る場 合  

････  石 油ガ ス税 戻入 れ控 除 （還 付） 税額 計算 書 (CC2-3456-3) 

 (3)  移 入 後再 移出 した課 税 石油 ガス につ いて 、石 油 ガス 税相 当額 の控 除又 は 還付 を受

   け よ うと する 場合  

････  石 油ガ ス税 移入 控除 （ 還付 ）税 額計 算書 (CC2-3456-3) 

 

 (4)  被 災 した 課税 石油ガ ス につ いて 、石 油ガ ス税 相 当額 の控 除又 は還 付を 受 けよ う  

と す る場 合  



････  石 油ガ ス税 災害 控除 （ 還付 ）明 細書 (CC2-3016)及 び 石油 ガス 税課 税物 件 被  

災 確 認書 (CC2-3014)並 びに 被 災課 税石 油ガ スに つい て 損失 補償 を受 けた 事  

実 を 証す る書 類  

 

 


